
　令和２年４月１日から「小学生から高校生世代までのお子さんがいる
保護者（配偶者含む）」に、「税の完納要件および申告要件」を導入します。
※小学生以上が対象です。未就学児には適用しません。
※完納要件の対象となる税は、町県民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税です。

　税の納付状況および申告状況によって判断します。（令和２年度の例）

　完納要件：特別な理由がなく税の滞納がある場合、子ども医療費の支給を停止します。
　申告要件：申告がない場合や勤務先から町へ給与支払報告書が提出されない場合、子ども医療費の支給を

停止します。
　　　　　　※収入がない場合でも申告が必要となります。ただし、税法上の被扶養者の場合は、申告は必

要ありません。（扶養者が伊奈町以外にお住まいの場合を除く）

　税の滞納がある場合でも、次のいずれかに該当するときは、保険医療課へ申出をすることで、特例として
支給が認められることがあります。
　①完納した場合
　②税の徴収猶予、換価猶予、執行停止を受けている場合
　③滞納している保護者が、令和元年度の住民税が非課税である場合
　④滞納している保護者が、疾病等による収入減少で生活が困難な場合
　⑤災害により家財等に著しい損害を受けた場合
　⑥その他町長が必要と認める場合

　支給停止の対象となる方には、１月中に通知を送付します。支給停止の特例に該当する方は、至急保険医
療課で手続きを行ってください。
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